
 

豊 山 町 防 災 会 議 会 議 録 

 

１ 開催日時  平成２３年２月１７日（木） 午前１０時～午前１０時３０分 

 

２ 開催場所  豊山町役場４階 研修室２ 

 

３ 出席者 

（１）豊山町防災会議委員 

会 長 豊山町長                鈴木幸育 

委 員 西枇杷島警察署長            田中喜裕 

豊山町教育長              松田康朗 

西春日井広域事務組合消防本部消防長   大口 守 

豊山町消防団長             大口耕造 

中部電力㈱北営業所長          太田富久 

東邦ガス㈱北営業所長          横井幸治 

西日本電信電話㈱名古屋支店 

尾張設備サービスセンター所長      岩田 登 

杉山医院院長              杉山俊雄（欠席） 

Ｎ．キッズレディースクリニック院長   中島貞利 

北名古屋水道企業団事務局長       池山千里 

豊山町赤十字奉仕団委員長        尾野よし子（欠席） 

尾張中央農業協同組合豊場支店次長    鈴木康由 

西春日井農業協同組合青山支店長     長谷川久義（欠席） 

豊山町商工会長             細野 清 

豊山中学校長              西川 徹（代理） 

豊場区委員               岡島敬司 

青山区委員               坪井利光 

尾張建設事務所長            川崎昭弘（代理） 

尾張県民事務所長            北川昌宏 

 

（２）事務局 

総務部長                長縄松仁 

総務課長                安藤光男 

総務課長補佐              堀尾政美 

総務課総務・防災係長          牛田彰和 



総務課総務・防災係主事         柴田貴文 

 

４ 議題 

 ・豊山町地域防災計画の修正について 

 ・豊山町水防計画の修正について 

 

５ 会議資料 

 ・委員名簿 

 ・平成２２年度豊山町地域防災計画修正要旨 

 ・平成２２年度豊山町地域防災計画 新旧対照表（案） 

・平成２２年度豊山町水防計画 新旧対照表（案） 

・豊山町地域防災計画（平成２２年１月修正） 

 

６ 議事内容  

課 長：おはようございます。 

定刻になりましたので、ただいまから第２回豊山町防災会議を開催致します。 

     会議に先立ちまして会長からあいさつを頂きます。鈴木会長、お願い致します。 

会 長：本日はお忙しい中、第２回目の豊山町防災会議にご参集いただき誠にありがと 

うございます。 

また日頃は、町行政各般にわたり格別のご理解・ご協力を賜っておりますこと 

に対しましても重ねてお礼申しあげます。 

振り返りますと昨年７月は全国各地でゲリラ豪雨がありました。これらのゲリ

ラ豪雨は温暖化のせいかなと考えております。近い所では、岐阜県可児市・八百

津町で豪雨災害があり、大きな被害となりました。 

また、今年に入りましても今さかんに噴火しております九州の新燃岳の噴火が

ございます。天気予報を見ておりますとかなりの雨が降っているということで現

在も予断を許さない状況にあります。この噴火の影響により、降灰や空気振動等、

多大な被害もでております。豊山町では、噴火により被害を受けるということは

ほとんどありませんが、この噴火も他の災害と同様、いつ起きてもおかしくはな

い自然災害であります。 

         しかし、自然災害というのは、「防げる」、「防げない」というものがございます。 

災害が発生するたびに、日頃からの備えが大切であり、防災対策の充実が不可欠 

であると改めて痛感いたします。 

         本日は、「豊山町地域防災計画の修正について」と「豊山町水防計画の修正に 

ついて」をご協議願います。 

委員の皆様の活発なるご意見をいただき、今後の防災行政に反映していきたい



と考えますので、よろしくお願い申し上げ、会長のあいさつとさせていただきま

す。 

課 長：ありがとうございました。 

     次に、資料のご確認をお願い致します。本日の会議次第が１枚、委員名簿が１

枚、「平成２２年度豊山町地域防災計画修正要旨」と書かれた５ページものが 1冊、

「資料 1」としまして豊山町地域防災計画と書かれたものが１冊、「資料２」とし

まして豊山町水防計画と書かれたものが１冊、右肩に「防災計画別紙」と書かれ

たものが１枚、同じく右肩に「水防計画別紙」と書かれたものが２枚、参考資料

として「豊山町地域防災計画（平成２２年１月修正）」が１冊です。落丁等ござい

ましたらお申し出下さい。ございませんか。 

それでは以後の進行は会長にお願い致します。 

会 長：それでは、ただいまから議題に入ります。「（１）豊山町地域防災計画の修正に

ついて」事務局から説明させますのでよろしくお願いします。 

事務局：総務・防災係の牛田と申します。よろしくお願い致します。 

それでは、次第２議題（１）「豊山町地域防災計画の修正について」ご説明いた

します。 

議題の内容に入る前に、地域防災計画の修正手順について、ご説明させていた

だきます。 

地域防災計画の修正につきましては、災害対策基本法の第４２条に基づき、毎

年修正を行っていますが、基本的には、「愛知県地域防災計画」の修正に併せ、町

の防災計画の修正を実施します。その他の修正に関しましては、例えば、町の組

織の変更や名称、住所等の変更となります。 

今回の修正に関しましても、県に併せての修正が大部分を占めます。 

次に、修正の流れにつきましては、初めに、国の中央防災会議の結果を受け、

県は、県の防災計画の修正を行います。次に県の修正を受けた各市町は、それぞ

れの市町の防災計画を修正し、県に対して、事前協議を行います。事前協議の結

果を受け、修正内容を、県知事に対し、本協議という形で行います。修正の内容

について県から「意義なし」の回答を得た後、各市町の防災会議にお諮かりをい

たします。最終的にこの場で修正の内容について承認を得まして、実際の計画修

正を行う作業に入って参ります。 

従いまして、本日、防災会議の委員のみなさまに最終的な承認をいただくとい

う段階となりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、資料１の「平成２２年度豊山町地域防災計画新旧対照表（案）」につ

いてご説明させていただきます。 

まず、防災計画の風水害等災害対策計画編になりますが、「資料のＰ１、防災計

画ではＰ８」につきましては、用語の整理となります。なお、危険物施設は該当



箇所が複数あるため、新旧対照表の修正後の欄にまとめて掲載しましたので、ご

確認をお願い致します。「資料のＰ６、防災計画ではＰ４０」、「資料Ｐ８、防災計

画のＰ９０」、「資料Ｐ１０、防災計画のＰ９９」及び「資料Ｐ１２、防災計画の

Ｐ１４７の１７行目」それらにつきましても同様の理由での用語の整理となりま

す。 

資料「Ｐ１、防災計画のＰ１０」につきましては、理科年表等との整合となり

ます。 

     続きまして、「資料Ｐ２、防災計画のＰ１２」につきましては、防災協働社会の

形成推進の対策について、対応を明確化します。 

     「資料Ｐ２、防災計画のＰ１３」につきましては、町防災行政無線の子局増加

による数の変更となります。同じく「資料Ｐ２、防災計画のＰ１５」につきまし

ては、農地防災についての表現の整理となります。「資料Ｐ１０、防災計画のＰ１

００及びＰ１２０」につきましても表現の整理となります。 

     「資料Ｐ３、防災計画Ｐ２０」につきましては、各自主防災組織の結成に伴い、

修正を行います。 

     「資料Ｐ３、防災計画Ｐ２２」につきましては、緊急消防救助隊の用語の修正

と対策の追加となります。用語の修正につきまして、「資料Ｐ９～１０、防災計画

Ｐ９８」及び「資料Ｐ１２、防災計画Ｐ１３５」についても同様となります。対

策の追加につきましても、「資料Ｐ４、防災計画Ｐ２３」及び「資料Ｐ７、防災計

画Ｐ５１」も同様に、対策の追加となります。 

     「資料Ｐ５～６、防災計画のＰ３１～３２」につきましては、気象注警報が細

分化されましたので、非常配備体制基準の見直しを行います。 

     「資料Ｐ７、防災計画Ｐ５４」につきましては、連絡先の変更を防災計画別紙

になりますが、愛知県災害対策本部尾張方面本部連絡先のとおり修正いたします。 

     続いて、「資料Ｐ８、防災計画Ｐ９２」については、被災住宅の調査について対

策の整理をするものです。 

     「資料Ｐ１１、防災計画Ｐ１２８」につきましては、放射性物質保有事業所の

住所及び事業所名の修正と事業所の削除を行います。 

     「資料Ｐ１２、防災計画Ｐ１３２」につきましては、県と協定締結団体の整理

及び追加となります。 

     「資料Ｐ１２、防災計画Ｐ１４６」につきましては、誤記のため修正を行いま

す。 

    同じく、「資料Ｐ１２、防災計画Ｐ１４７の行１１」につきましては、制度の変更

に伴い、修正するものです。 

続きまして防災計画中の地震災害対策計画編に入ります。 

     「資料Ｐ１３、防災計画Ｐ１５６」につきましては、自主防災組織結成による



修正と諏訪婦人消防クラブの解散に伴う削除となります。 

     「資料Ｐ１３、防災計画Ｐ１６７～１６８」につきましては、緊急輸送道路の

指定についての説明の追加となります。 

     「資料Ｐ１４、防災計画Ｐ１６９」につきましては、誤記による修正となりま

す。 

     「資料Ｐ１４、防災計画Ｐ１７３」につきましては、民間の建築物の耐震性の

確保について、支援対策の拡充を行います。 

     続きまして防災計画の資料編に入ります。 

     「資料Ｐ１５、防災計画Ｐ３１４」につきましては、気象注警報細分化による

見直しと市町村合併による整理となります。「資料Ｐ１６～２１、防災計画Ｐ３１ 

５～３１７」につきましても、気象注警報細分化による気象・水象に関する予報

警報の見直しとなります。 

     「資料Ｐ２２、防災計画Ｐ３２２」につきましては、東海地震観測情報につい

ての情報文の変更に伴う修正となります。 

以上が、議題の（１）「豊山町地域防災計画の修正について」の新旧対照表（案）

の説明となります。 

会 長：事務局から説明がありました。今の説明についてご質問、ご意見がある方は、

お願いいたします。 

委 員：１月に気象庁から東海地震観測情報の名称が変更されるという発表があった     

と思われます。こちらは豊山町地域防災計画の修正等になりますと今回は間に合

いませんので恐らく来年度ということになると思いますが、実際の運用としまし

ては文言を読み替えるということでよろしかったでしょうか。 

事務局：そうであります。 

会 長：よろしいですか。他にご質問もないようでございますのでそれでは、本件につ

いて原案のとおりとしてまいります。 

     続いて、議題の「（２）豊山町水防計画の修正について」に入ります。事務局よ

り説明させますので、よろしくお願いいたします。 

事務局：議題の（２）「豊山町水防計画の修正について」ご説明いたします。 

「豊山町水防計画」につきましては、地域防災計画のＰ４６３～５００に付録

という形で掲載しております。 

水防計画につきましては、水防法の第３２条に基づき、修正をいたします。基

本的な修正につきましては、地域防災計画と同様に県の計画の修正に併せての修

正、また、昨年度、県に協議した際に通知のありました修正意見に基づき修正を

行います。 

豊山町水防計画につきましては本日、委員の皆様の承認をいただいた後、尾張

建設事務所経由で県知事に対し、協議を行う予定となりますので、よろしくお願



いいたします。 

それでは、資料№２の「平成２２年度豊山町水防計画新旧対照表（案）」につい

てご説明いたします。 

     「資料Ｐ１、水防計画Ｐ４６７」につきましては、水防団の組織について、記

述の追加となります。「資料Ｐ３、水防計画Ｐ４７４」、「資料Ｐ１０、水防計画Ｐ

４８９」につきましても、それぞれ記述を追加いたします。 

     「資料Ｐ２、水防計画Ｐ４７２」につきましては、気象注警報細分化により非

常配備体制を見直すものです。「資料Ｐ８～９、水防計画Ｐ４８２～４８３」につ

きましても同理由により名古屋地方気象台が発表する注意報、及び警報の種類並

びに発表基準の見直しを行います。 

     「資料Ｐ４～５、水防計画Ｐ４８０～４８１」につきましては、洪水予報伝達

系統を県水防計画の系統図と整合します。さらに系統図中の市町におきまして、

市町村合併による自治体名の整理を行います。「資料Ｐ１１～１２、水防計画４９

６」につきましても、県水防計画との整合により、報告事項の修正及び水防報告

書、添付資料の水防計画別紙２を追加いたします。 

「資料Ｐ６～７」につきましては、「水防計画Ｐ４８２」に避難判断水位到達情

報を新たに第８章として追加します。こちらの「資料Ｐ６第２節」につきまして

は、基準水位表として水防計画別紙１も添付していますので、ご確認をお願い致

します。また、この章の追加に伴い、「水防計画Ｐ４８２第８章、Ｐ４９１第９章

及びＰ４９２第１０章」は一つずつ章が繰り下がります。 

     「資料Ｐ１０、水防計画Ｐ４８９」につきましては、語句の修正となります。 

     「資料Ｐ１０、水防計画Ｐ４９３」につきましては、誤記の削除となります。 

     「資料Ｐ１３～１４」につきましては、水防計画Ｐ４９７から久田良木川排水

機場についての章を新たに第１２章として追加します。 

議題の（２）「豊山町水防計画の修正について」の新旧対照表（案）の説明につ

いては、以上となります。 

会 長：ありがとうございました。「（２）豊山町水防計画の修正について」事務局から

説明がありました。本件についてご質問、ご意見がある方は、挙手願います。 

    ございませんか。それでは、本件について原案のとおりとしてまいります。 

     それでは、今日愛知県尾張県民事務所の北川所長からあいさつをいただけると

いうことですのでお願い致します。 

委 員：愛知県尾張県民事務所長の北川と申します。 

     せっかくの機会ですので皆様にＰＲをさせていただきたいと思いましてお話を

させていただきます。 

私ども尾張方面本部は、県職員が実際に各市町へ現地研修に出掛けたり、総合

防災訓練へ参加させていただくなど、顔の見える関係作りに取組んでいるところ



でございます。来年度からは、市町職員との連携の強化、確認を目的に、尾張方

面本部と管内１８市町の災害対策本部との運用訓練を計画しております。具体的

には、例えば、自衛隊の派遣等につきまして実際に通信を行いまして、手続きの

確認や検証を行ってみたいと思います。万が一に備えまして、迅速な対応ができ

るよう訓練を積み重ねていきたいと考えておりますので、今後も訓練へのご理

解・ご協力を何卒よろしくお願いいたします。以上でございます。 

会 長：ありがとうございます。事務局から何かあれば。 

事務局：（特になし） 

会 長：せっかくの機会ですので防災のことに関して何かありましたらご意見等いただ

きたいと思います。 

委 員：一つよろしいでしょうか。先ほど地域防災計画の中で諏訪婦人消防クラブの削

除という所が気になりまして、色々な市町を見ますと女性消防団が立ち上がった

り、今までになかった観点で女性の参加があったりします。なぜ削除をしたかと

いうことをもう少し詳しく教えていただきたいと思います。 

事務局：失礼します。従来、豊山町では諏訪婦人消防クラブに非常に頑張っていただい

ていましたが、なかなか人が集まらず最終的には廃止という形を取らざるを得な

かったというのが理由でございます。その代わりと言ってはなんですが、豊山町

の２７地区の内５地区で地区の自主防災組織を設立しました。それでも２７地区

の内５地区しかありませんので、もう少し全体を取り込んだ防災組織として昨年

から豊山町にあります３小学校区、豊山、志水、新栄になりますがそこにそれぞ

れ自主防災組織を設立しました。そこで豊山町の防災訓練とは別で毎年学区ごと

に防災訓練を行っておりまして、地区の皆様には町の防災訓練と小学校区の防災

訓練の２つに参加していただいております。そういう意味では、なくなって決し

てよいものではございませんが代わりとなるものができました。 

また、県の補助金をいただきながら豊山、志水、新栄の順に今年から防災倉庫

を設置していく形で支援も行っていきます。 

これらのことにより充実はしてきたのではないかと考えています。 

会 長：補足しますと過去は、可搬式消防ポンプを使っていただいて、防災訓練の時に

初期消火訓練をしていただいていました。二市一町では出初式に北名古屋市の婦

人消防団員が参加しておりました。 

また、女性がいるということで違った目で防災に取り組むことができると思っ

ております。心では、女性消防団等があればとは思っていますが、なかなか今の

社会情勢では踏み込めない状態であります。 

このようなことですがよろしいでしょうか。 

委員さんも事務局も発言は無いようですので、これで本日の議題を終了させて

いただきます。ありがとうございました。 


